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産後ケア事業に関する“よくある質問” 

 

武蔵村山市子ども子育て支援課 

 

共通  

Ｑ１ 出産後、産後ケア事業をすぐに利用したいのですが、妊娠中から申請が

できますか。 

Ａ１ 産後ケア事業は、妊娠２８週以降から申請することができます。なお、

利用承認を受けた方が出産した場合は、市子ども子育て支援課母子保健係

（電話０４２－５６４－５４２１）へ御連絡ください。  

 

Ｑ２ 産後ケア事業を予約しましたが、都合が悪くなりキャンセル（利用日を

変更）したいと思います。どこに連絡したらよいですか。 

Ａ２ 短期入所型及び通所型の場合は、予約した病院により次のとおり連絡し

てください。 

   ・ 武蔵村山病院 

     電話（０４２－５６６－３１１１）で「産後ケア事業をキャンセル

（利用日を変更）したいので、３Ｂ病棟へつないでください。」と伝え、

担当者にその旨をお話ししてください。 

   ・ 永井産婦人科病院 

     電話（０４２－５３５－３５４４）で産後ケア事業をキャンセル（利

用日を変更）したい旨伝えてください。 

   居宅訪問型の場合は、市子ども子育て支援課母子保健係（電話０４２－

５６４－５４２１）へ御連絡ください。 

   なお、利用当日のキャンセル（利用日の変更）は、１回（１泊）の利用

とみなしますので、御了承ください。 

 

Ｑ３ 多胎児の場合の利用料は、どのようになりますか。 

Ａ３ 多胎児の場合であっても、利用料は変わりません。 

 

Ｑ４ 実家が武蔵村山市にあり里帰り中ですが、武蔵村山市で産後ケア事業を

利用することはできますか。 

Ａ４ 武蔵村山市民以外の方が、利用することはできません。  
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短期入所型・通所型事業  

Ｑ１ 母の休息が必要な場合、子どもを別室に預けて産後ケアを受けることは

可能ですか。 

Ａ１ 産後ケアは母子同室が原則ですが、母の休息が必要な場合、一時的に子

どもを別室にお預かりして産後ケアを受けることが可能です。  

 

Ｑ２ 産後ケアを利用中に子どもを預けて外出することはできますか。  

Ａ２ 外出はできません。 

 

Ｑ３ 夫（パートナー）も一緒に利用することは可能ですか。  

Ａ３ 産後ケア事業は、産婦とその乳児を対象としておりますので、夫（パー

トナー）は、利用できません。 

 

Ｑ４ 乳房ケアだけ受けたいのですが、可能ですか。 

Ａ４ 産後ケア事業は、産婦のケア（心身の休息、乳房ケア、健康相談など）

や乳児のケア（体重測定、栄養・健康状態の確認など）、育児サポート（授

乳指導、沐浴指導、育児相談など）を総合的に行うものであるため、乳房

ケアのみの利用はできません。 

 

Ｑ５ 食物アレルギーがあるのですが、対応してもらえますか。  

Ａ５ アレルギー除去など御相談に応じます。 

 

Ｑ６ 上の子も一緒に利用することができますか。 

Ａ６ 産後ケア事業を利用できる方は、生後６か月以内の乳児とその母親とな

ります。上の子については、子どもショートステイ事業を利用できる場合

がありますので、御相談ください。 

 

 

居宅訪問型事業  

Ｑ１ 自宅に上の子がいるのですが、産後ケア利用中に、上の子の面倒を見て

もらうことは可能ですか。 

Ａ１ 家事育児サポーター事業を利用することにより、上の子の面倒を見られ

る場合がありますので、御相談ください。 

 


